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のご案内
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令和４年６月

産科、小児科、精神科、救急科を専攻し、その診療に従事する方に対して、
研修資金を貸与する制度です。是非、ご活用ください！

【問合せ先】
和歌山県庁 医務課 医療戦略推進班
和歌山市小松原通一丁目１番地
TEL ：073-441-2612（直通）
e-mail：w-doctor@pref.wakayama.lg.jp

産科医確保研修資金
対象者 初期臨床研修修了後、専門研修1年目の医師
診療科 産科
貸与額 300万円（一括貸与）
利子率 年0.3％
返還免除条件 貸与後合計4年間（貸与期間2年、義務期間2年）

県内分娩取扱病院で勤務

特定診療科医師確保研修資金
対象者 和歌山県立医科大学県民医療枠卒業医師（初期臨床研修を修了している方）
診療科 小児科、精神科、救急科
貸与額 150万円（一括貸与）
利子率 年0.3％
返還免除条件 卒後9年間、県内公的病院で勤務

※県民医療枠入学時の誓約期間と同じ

県内分娩取扱病院（返還免除対象）

４ 橋本市民病院

１ 和歌山県立医科大学附属病院

日本赤十字社和歌山医療センター
労働者健康安全機構和歌山労災病院

有田市立病院
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※令和４年６月１日現在の対象医療機関
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くしもと町立病院8
新宮市立医療センター９ ９


